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令和元年度金融庁行政事業レビュー・公開プロセス 

令和元年６月１２日 

【安富管理室長】  本日はご多忙のところご出席いただきましてありがとうございます。

金融庁行政事業レビュー・公開プロセスを開始させていただきたいと思います。 

 本日の進行役を務めさせていただきます管理室の安富でございます。よろしくお願いい

たします。 

 初めに、開催に当たりまして、当レビュー推進チームの副統括責任者であります、秘書

課長の石田よりご挨拶申し上げます。 

【石田秘書課長】  秘書課長の石田でございます。金融庁行政事業レビュー・公開プロ

セスの開催に当たりまして、ご挨拶申し上げます。 

 行政事業レビューは、各省庁が自ら所管事業の執行状況を公表するとともに、委員の先

生方に事業の点検を行っていただきまして、その結果を概算要求や執行の改善に反映させ

ることを目的としております。 

 本日ご議論いただきます有価証券報告書等電子開示システム経費は、当庁の所管事業の

中では比較的予算規模が大きい事業であり、委員の皆様より公開して点検していただくこ

とが望ましいということで、選定させていただいたものでございます。ぜひとも忌憚のな

いご意見をいただきたいと考えております。 

 本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

【安富管理室長】  ありがとうございました。続きまして委員の皆様を五十音順にご紹

介させていただきます。 

 まず初めに、法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授の石島隆委員で

ございます。 

【石島委員】  石島です。よろしくお願いいたします。 

【安富管理室長】  続きまして、慶応義塾大学大学院経営管理研究科教授の太田康広委

員でございます。 

【太田委員】  太田でございます。よろしくお願いいたします。 

【安富管理室長】  次に、一橋大学経済研究所准教授の左三川郁子委員でございます。 

【左三川委員】  左三川でございます。よろしくお願い申し上げます。 
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【安富管理室長】  続きまして、笹川平和財団常務理事の茶野順子委員でございます。 

【茶野委員】  よろしくお願いいたします。 

【安富管理室長】  続きまして、日本大学商学部教授の堀江正之委員でございます。 

【堀江委員】  堀江です。よろしくお願いします。 

【安富管理室長】  次に、慶応義塾大学名誉教授の吉野直行委員でございます。 

【吉野委員】  よろしくお願いいたします。 

【安富管理室長】  吉野委員には、本日の取りまとめ役をお願いしております。皆様ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 本日の公開プロセス対象事業は「有価証券報告書等電子開示システム経費」となってお

ります。ここで本日の流れを簡単にご説明させていただきます。 

 まず、担当課から事業概要をご説明させていただきまして、次に事前勉強会で委員の皆

様よりいただいた論点について、私からご説明をさせていただき、その後、質疑応答とさ

せていただきたいと思っております。質疑応答はおおむね３０分程度を予定しております

が、状況によっては若干の延長もありますのでご承知おきいただければと思います。 

 それから、委員の皆様にコメントシートを記載していただきます。なお、ご議論の途中

でお手元のシートにご記入いただいても構いません。ご記入いただきましたコメントシー

トは後ほど事務局で集めさせていただきまして、取りまとめ役の吉野委員から評価の各選

択肢の票数の分布、コメントシートに記載された主なコメントを読み上げていただくとと

もに、評価結果と取りまとめコメントを発表していただきます。 

 以上が本日の議事の一連の流れでございます。なお、コメントシートに記載されたコメ

ントや本日の議事のやり取り、議事録につきましては、後ほど金融庁ホームページに公表

させていただきたいと考えています。 

 それでは、担当課から説明を、５分程度でお願いします。使います資料は、資料１、事

業概要説明資料等でございます。よろしくお願いいたします。 

【野崎開示業務室長】  企業開示課の野崎と申します。本日はどうぞよろしくお願いし

ます。 

 お手元にお配りしている資料１に基づいてご説明させていただきたいと思います。 

 まずおめくりいただきまして、２ページ目でございます。ＥＤＩＮＥＴでございますけ

れども、金商法に定められる開示書類につきまして、その提出から公衆縦覧に至るまでの

一連の手続を、インターネットを活用して電子化するシステムでございます。ＥＤＩＮＥ
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Ｔは原則２４時間３６５日無料で閲覧可能でございます。アクセス件数は年３億件を超え

るということで、投資判断に重要な情報を投資家に広く安定的に提供しているというとこ

ろでございます。 

 あと、投資者の利便性向上のための取り組みといたしまして、資料左下でございますけ

れども、財務情報の効率的な作成利用を可能とする国際標準言語ＸＢＲＬの導入ですとか、

資料右上に書いてございますように、利用者のプログラムを介して、ＥＤＩＮＥＴのデー

タベースから効率的にデータを取得できるＡＰＩの導入等も順次進めてきているところで

ございます。 

 おめくりいただきまして、３ページ目でございます。 

 金商法の規定に基づくＥＤＩＮＥＴでございますけれども、平成１３年６月から稼働し

ておりまして、今年で１８年目となります。 

 金商法では、企業の財務情報から、昨今、投資家、企業の双方にとって重要性が高まっ

ている、コーポレート・ガバナンスの状況までの基本情報が網羅されております有価証券

報告書や、株主等が企業買収の提案に応じるかどうかを判断する上で不可欠な情報が記載

されている公開買付届出書など、投資判断上、非常に重要な情報の開示が義務付けられて

いるというところでございまして、これらの書類に、仮に虚偽等がございました場合には、

刑事罰や課徴金の対象になるというようなものでございます。 

 従前は全て紙媒体ということでございましたけれども、ＥＤＩＮＥＴの導入によりまし

て、企業などの提出者にとってはコスト削減効果のほか、投資家にとっても企業情報にタ

イムリーに、かつ公平にアクセスできるということで、二次利用もしやすいと。あと、当

局による開示審査の効率的な実施ということにも資するというようなメリットがあるかと

考えております。 

 整備の経緯を表で示してございますけれども、第２世代では先ほどありました国際標準

言語のＸＢＲＬを導入しております。第３世代ではＸＢＲＬの対象範囲を数値から文字に

よる記述情報に拡大するとともに、検索・分析機能の向上を図っております。 

 現行の第４世代でございますけれども、２年前から稼働しております。情報セキュリテ

ィを強化したほか、ＸＢＲＬの詳細タグ付け項目の拡大、それからオープンＡＰＩの導入

により、利用者の利便性向上を図るとともに、システムのシステム処理の負荷軽減を図る

というような取り組みも進めております。 

 足元ですと、新元号の対応のための改修をしているというところでございます。 
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 次の４ページ目でございます。ＥＤＩＮＥＴに係る経費については、ご覧のとおり、例

えば年間運用経費につきましては平成１３年６月に稼働した初代では約１３.９億円でご

ざいましたけれども、平成２９年３月に稼働した現行の第４世代で約４億円というように

削減に努めているところでございます。 

 ５ページ目をご覧いただきますと、過去５年間のＥＤＩＮＥＴの開発案件を表でまとめ

てございます。平成２９年度以降、ＸＢＲＬのタクソノミの拡充、ＡＰＩの新設等を進め

ているところでございます。 

 ６ページ目、オープンデータの取り組みの推進について、ご紹介したいと思います。 

 平成２５年６月の閣議決定によりまして、公共データの民間開放、オープンデータに向

けた環境の整備を早急に推進するという基本方針が政府方針として出されたところでござ

います。 

 平成２７年には商用利用の許諾も含めまして、公共データの二次利用を促進する内容を

盛り込んだ政府標準利用規約が公表されまして、ＥＤＩＮＥＴにおいても、直ちにこれに

準拠した利用規約の改訂を行っております。 

 また、昨年公表しました金融庁の行政方針では、ＥＤＩＮＥＴのオープンＡＰＩ化を掲

げたところでございまして、ユーザー向けの説明会でのフィードバック等も踏まえまして、

本年３月より本格稼働しているというところでございます。 

 次、７ページ目でございます。最後に、次期ＥＤＩＮＥＴの構築に向けた基本的考え方

についてご説明させていただければと思います。 

 現行ＥＤＩＮＥＴの機器等の耐用期限が再来年２０２１年３月末に到来します。次期Ｅ

ＤＩＮＥＴの構築におきましては、従来型の全て役所が自前で調達するというオンプレミ

スのシステムを前提とするのではなくて、政府方針を踏まえた次世代型のシステム構築を

検討する必要があると考えております。 

 具体的な政府方針としまして、平成２９年５月に閣議決定されたものでございますけれ

ども、「クラウド・バイ・デフォルト」や「オープンデータ・バイ・デザイン」というよう

な原則、特にＥＤＩＮＥＴにつきましては上場企業の法定開示書類を取り扱うものでござ

いますので、基本的にはクラウド化になじむものではないかと考えております。 

 以上、次期ＥＤＩＮＥＴの構築に当たりましては、これらの原則や考え方を踏まえまし

て、費用削減に向けてシステムを抜本的に見直すという必要があることから、設計・開発

期間を２年程度確保する方向で調整をしているところでございます。 
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 最後、８ページ目、次期ＥＤＩＮＥＴの検討課題でございます。 

 二つございまして、第１にシステム基盤を現行のオンプレミスからクラウドへ移行する

ことによりまして、システム及び費用構造を抜本的に見直すというところです。第２に、

開発方法に従来のウォーターフォール型ではなく、アジャイル型を採用し、構築期間の短

縮を通じて費用の削減を図るということを考えているところでございます。 

 従来のウォーターフォール型の開発方法ですと、開発開始前に全活動の計画を詳細に立

てて、要求内容の確認、設計、開発・テスト、確認といった一連の活動を分離して進める

ということで、最終工程になって初めてユーザーが画面や操作性を確認するということに

なります。そうすると、ユーザー目線とのギャップを埋めるためのコストがかさんでしま

うということが懸念されるところでございます。 

 また、アジャイルと呼ばれる方式ですと、ユーザーが作業に直接参画して、短期間で開

発とユーザーによる確認を繰り返すという方式でございますので、ユーザーと開発者の共

同作業で進めて、全員でプロトタイプをいかに良くしていくかについて議論を深めていく

ことができるのではないかと考えております。これによって手戻りや調整に伴う時間やコ

ストを低減させて、最終的に全体の予算を削減できればと考えております。 

 限られた予算の範囲内で質の高いインフラをこれまでどおり維持できるように、今後と

も注力してまいりたいと思います。本日はよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

【安富管理室長】  ありがとうございました。続きまして、私から、資料３でございま

すけれども、事前の勉強会におきまして、委員の先生方よりいただいた論点ということで、

読み上げさせていただきます。 

 まず一つ目ですけれども、システムの更改に当たりまして、コスト削減に向けた検討・

取り組みがきちんと行われているかどうか。二つ目の論点といたしまして、ＥＤＩＮＥＴ

利用者の利便性の向上や公平性確保のための検討や取り組みが十分に行われているかどう

か。三つ目といたしまして、サイバー攻撃などへのセキュリティ対策が十分に行われてい

るかどうかということでございます。 

 これらの論点を中心にご議論いただければと思いますけれども、これ以外の論点につき

ましても、今後の質疑ややり取りの中でございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。 

 それでは質疑・応答に移らせていただきたいと思います。ご質問等ございましたら、ど

なたからでも結構です、いかがでしょうか。 
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 ご発言の際はこちらのボタンを押していただいて、赤色に変わりましたら、マイクが入

ります。 

 では、吉野先生お願いします。 

【吉野委員】  慶応大学名誉教授の吉野直行でございますが、最初に二つほど、コメン

トと質問みたいなことを。 

 こういうデジタル化の中で、こういうＥＤＩＮＥＴのようなやり方というのは、ほかの

省庁、いろいろなところでまねしていただきたいと思うんです。民間のデータを政府が収

集して、それを皆さんが見られるという、これがまさにデジタルの中での政府がやるべき

ことだと思いまして、こういうご経験をほかの省庁にもうまく伝達していただきたいと思

うんですけれども、そのようなことができれば一番いいのではないかというのが一つのコ

メントです。 

 それから、二番目は、私は全く素人なものですから、コンピューターには詳しくないの

で、クラウド化というと誰でもアクセスできるような感じがするんですけれども、その中

で、こういうやり方でセキュリティをしっかりするということは重要なことだと思うんで

すけれども、それが今回のこのオンプレミスからクラウドに移行になって、そういうこと

がきちんと担保されているのかどうかというのをぜひ、ご専門の方からお伺いしたいと思

います。 

【野崎開示業務室長】  ご質問ありがとうございます。クラウド化につきましては、先

ほど少し触れさせていただきましたように、平成２９年５月に世界最先端ＩＴ国家創造宣

言・官民データ活用推進計画というようなものが閣議決定されておりまして、そこでクラ

ウド・バイ・デフォルトの原則というものが掲げられております。 

 そこでクラウドの導入のメリットについて、若干触れられておりまして、そこで書かれ

ているのはコストの削減、あるいはセキュリティレベルの向上ということ、共通した主体

が広く一体的に管理しますので、そういった意味で、セキュリティの確保やコスト削減の

レベルが上がると。 

 それから、災害時における業務継続性の確保という点もメリットとして掲げられている

ところでございます。 

 各省庁が自前で一個一個コンピューターを管理するという形でなくて、共有できる部分

はクラウドというものに乗せることによって、逆にその安全性なりセキュリティレベルを

高めると、かつ例えばそのセキュリティパッチなど、そういうものもタイムリーに当てて、
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常時最新の状況にアップデートをワークシェアリングしながらできるというようなメリッ

トが指摘されているところと承知しております。 

【吉野委員】  どうもありがとうございます。 

【石島委員】  法政大学の石島でございます。もう一つ、開発の関係で、アジャイル開

発に取り組まれるということで、これは非常に先進的で、今後のコスト削減策として非常

に有効なことかと思います。 

 特にユーザーインターフェースが重要なＥＤＩＮＥＴの場合、そういったユーザーイン

ターフェースの部分に対してはかなり効果的であると思いますけれども、一方で全体のア

ーキテクチャーの設計やデータベースの設計など、アジャイル開発で繰り返してやるとい

うようなタイプが必ずしも適していない部分もあるかと思います。全体の開発の考え方や

アジャイル開発に当たっての開発体制についてはどのようにお考えでしょうか。 

【野崎開示業務室長】  ありがとうございます。ご指摘のように、アジャイル開発は１、

２週間でＰＤＣＡを回してどんどん仕様を決めていくんですけれども、全てのプロセスが

そのようなアジャイルになじむというものでもなく、先生にご指摘いただいたように、画

面の仕様などのユーザーインターフェース、それから財務局による開示書類の審査という

のもございますので、審査担当者がどういうインターフェースを必要とするのかという部

分の仕様の決定等についてもアジャイル開発はなじむと考えています。 

 従来ですと全てウォーターフォール型で、最初に詳細に設計を決めて、ドキュメンテー

ションを詳細につくっている。毎月、ここまで開発していますというドキュメンテーショ

ンの報告を受けるんですが、最終的な姿というものが、設計・開発が終わって最終段階に

ならないと見えてこない。その時点で違うといったときにまた戻る、という手戻りをなく

すというところは非常に大きいと考えております。 

 日本でも、システム全体ということではないですけれども、システムの一部の仕様につ

いてアジャイル開発を取り入れているという先進的な取り組みをしている省庁もございま

すし、米国におきましても１０年ぐらい前からガバメントの中でアジャイルというものを

進めていこうというような取り組みもでてきています。全体的なコスト削減を図りながら、

望ましい仕様をより効率的に構築していくという面で、アジャイルをうまく活用していけ

ればとを考えています。 

 それから、ご指摘の金融庁の体制でございますけれども、それはまだ我々、役所として

経験がございませんので、経験を積んでいる他省庁のＣＩＯ補佐官にはもうすでにコンタ
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クトをとっておりまして、いろいろ教えていただいておりますし、あと先ほど申し上げた

海外での事例など、そういったものもしっかり勉強していきながらやっていきたいと思っ

ています。 

 金融庁でも最近はＩＴ大学院などに若手を留学させて、最新の知見をしっかり学ぶよう

に、人事としても対応しています。そういった人材を適切に配備するなどして、体制強化

にも努めながら開発を進めていきたいと思っています。 

【石島委員】  ありがとうございました。先ほどの財務局が審査に使うなど、庁内や財

務局にユーザーがいる部分もあると思うんですが、利用者として、外部のユーザーがいる

というのがこのＥＤＩＮＥＴの特徴だと思うんですが、そういった外部のユーザーの意見

や使いやすさなどをどのように反映させようと考えておられるのかをお伺いしたいと思い

ます。 

【野崎開示業務室長】  ありがとうございます。まず画面、特に外部ユーザーを想定し

ましたインターフェースの使い勝手の向上つきましては、第３世代を開発しました時に、

大幅に設計を組み替えております。その際に、事前にアンケートを行いまして、事業者及

び個人、法人・個人双方に対して、無作為抽出の形で投資に詳しい方を念頭にアンケート

調査をさせていただいて、実際にテスト画面を見ていただいて、それを踏まえて確認等を

し、そのコメントを反映したものがいまのシステムになっております。 

 ただ、ユーザーのニーズというのは常に変わりますし、ユーザーが使っているデバイス

というのもどんどん変わっていきますので、そういったものに常に対応できるようにして

いかなければいけないと思っています。最近も我々このチームで、実際に投資家を訪ねた

りして、ＥＤＩＮＥＴの画面をどのようにご活用されていますかということを聞いたりな

どしたこともあります。 

 その中で、いま皆さんはスマホ使われていますけれども、投資判断、投資判断は相応の

金額を動かすものですので、スマホで投資判断をするというよりは、タブレットなりノー

トパソコンでやるというようなご意見などいただいているところですので、スマホ対応に

そこまで優先的コストをかける必要がないのかなとも考えられるところです。 

 逆に、いまご批判をいただいている部分として、ＥＤＩＮＥＴのホーム画面をあけると、

事務連絡のような、いついつからシステムメンテナンスですなどといった注意書きがあっ

て、スクロールしてようやく検索画面にたどり着けるというので、それは少し使い勝手が

悪いというご指摘もいただいていますので、そういったご指摘は次期システムを更改時に
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直していきたいと考えております。 

【石島委員】  ありがとうございます。 

【太田委員】  慶応義塾の太田でございます。これ、年間で３億アクセスあるというこ

とですが、このアクセス統計の詳細のものというのはとられているんでしょうか。 

【野崎開示業務室長】  アクセス統計として、どういった主体、どういったところから

アクセスされているかということの把握は可能ですが、実際、インターネットでいろいろ

なアクセスポイントを経由してきているということなので、最終的に例えばどこの国から

何万件など、そういったところの利用者がどこの国に在住しているかというところの特定

はしていないというところでございます。 

【太田委員】  いえ、普通にウェブサイトであれば、個人であればグーグルアナリティ

クスや、あるいはサイトであってもＡＷＳｔａｔｓなど、どのデバイスからきているのか、

例えばスマホの割合が何％で、クローリングがわかるかどうかわかりませんが、どれぐら

いでというようなことを詳細に、どのページが一番見られているかという統計はとられて

いるんですか。 

【野崎開示業務室長】  そのような統計がもし必要であれば、コストをかけてとるとい

うことも今後検討しようと思いますが、現時点ではそういった詳細な統計はとっていない

ということです。 

 例えば物を売るサイトですとか、何か広告をするウェブサイトですと、どういった属性

の人がどのタイミングでアクセスするのかを詳細に分析して、その行動原理に基づいてサ

ービスを構築するという必要があると思いますけれども、ＥＤＩＮＥＴというのは国の基

盤システムでございまして、法定開示書類、虚偽があれば罰則がかかる法定開示書類に、

誰でも公平にアクセスできることを確保するというところが基盤でございます。 

 その基盤をまず満たす形でサービスを運用するというところが、第一義的な問題意識で

ございます。それに加えまして、例えばこの画面をどう見やすくするとか、そのあたりの

ユーザーインターフェースをどこまで高めるかという部分を、どこまで行政側でコストを

負担して、どこから民間の二次サービスに委ねるかという議論もありますので、そういっ

た観点も含め、もし、我々で分析し、ユーザーインターフェースをよりそれぞれのアクセ

スする人の属性に沿ったものに予算をかけて対応すべきだということであれば別ですが、

今はそこまでの段階には至っていないということです。 

【太田委員】  これ、そのアクセス統計をとるのは、それほどコストのかかるものでは
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ないですよね、恐らく。 

 国がグーグルに委ねるのはいいのかどうかわからないので内部で見るにしても、オープ

ンソースのソフトを一本導入するだけというようなレベルで、考える間もなくすぐやれる

ことで、それも常時把握しておく必要が、当然ユーザーインターフェースを運用するので

あれば必要だし、そこをやらないのであればデータの提供に徹して、全部ＵＩを民間に任

せるという、そちらでやってもらうと、使いやすいものをというように割り切るかの、ど

ちらかだと思います。 

 現状、３億アクセス、ＥＤＩＮＥＴがとっているということは、民間が類似サービスを

立ち上げようとしたときにも明確な民業圧迫になるわけです。民間で立ち上がってこない

というよりも、官がやっているサービスが大きすぎて、シェアが大きすぎて民間が育たな

いとすると、これは例えば、このユーザーインターフェースの部分を切り出して、民営化

する。 

 一般会計に入ると紐づけでお金を取るというのはなかなか難しいと思います。例えば、

株式会社にして、どこかに売ってしまうなど。そうすれば、まず３億アクセスというのは

確実にマネタイズできるわけです。お金を取るのが、こういう公開情報にアクセスするの

でよくないのであれば、広告でやれると。いろいろやりようがあるわけで、それは民営化

してもらえばやりたいという手はいっぱい挙がると思うんですね。それは今、無償で国が

３億で出しているので、ほかの民間は、民業圧迫というか、ビジネスにならないから入っ

てこないと。 

 そこであれば当然、ユーザーインターフェースというのは考えますし、検索窓がスクロ

ールしないと出てこないというのは一瞬で多分解消されるだろうと思います。 

 また、ＵＩもこちらのデザインのほうがいいのかこちらのデザインのほうがいいのか、

３列がいいのか２列がいいのかというのは、ＡＢテストをしてどちらがいいかというのを

確認するなど確実にやるでしょうから、そこについてはどちらかに振り切れたほうがいい

のではないかと。データの提供に徹すると、インフラであると、あるいはＵＩの部分もや

るんだと。ＵＩの部分をやるのであれば、民営化してしまったほうがいいと思うんですけ

れども、そこは割り切られたほうがいいのではないかと。 

 特にアクセス統計をとられていないというのは、これは有価証券報告書の改善のチャン

スを失っているということでもあるわけですよね。例えば目次があるときに、どこを見て

いるのか、例えば第５「経理の状況」を見て、連結財務諸表ばかりを見ているのか、それ
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ともほかの役員のところばかりを見ているのか、関係会社のところばかりを見ているのは

というのを見れば、今後有価証券報告書の項目をどこを充実させていくのかというような、

これは生の非常に貴重なデータがとれるはずで、投資家がどこを見ているかがわかるわけ

ですから、そのデータをとっていないというのは少しもったいないというか。 

 それも次の段階と考えられるのであれば、そのあたりは全部民間にやってもらえれば、

まさに民間がアジャイルに敏捷にやってくれると思いますので、そうされたほうがいいの

ではないかと思います。 

 統計はもうすぐにでもとっていただきたいというのが感想です。 

【安富管理室長】  いかがですか、ほかの委員の先生方。 

 では、左三川先生。 

【左三川委員】  一橋大学の左三川でございます。 

 先ほどからＥＤＩＮＥＴ利用者とかユーザーという言葉が出ているかと思うんですが、

利用者とおっしゃる場合に、具体的にどういった方たちを念頭に置かれているのかをもう

一度教えていただけませんでしょうか。 

【野崎開示業務室長】  ありがとうございます。国が提供するシステム、インフラでご

ざいますので、利用者は幅広く、一般の個人投資家、それからまだ投資に参加していない

潜在的な個人投資家、それから情報ベンダーなど、企業の一時情報をデータベースから取

得してそれを加工・比較して利用者、すなわち一般投資家や機関投資家等に提供する人、

あとはプロの機関投資家など、そういったさまざまな人を対象としているということでご

ざいます。 

【左三川委員】  データベースから加工して比較するとおっしゃる場合に、恐らくはプ

ロの投資家を念頭に置かれているのでしょうけれども、もしそういう方たちが使いやすい

ようにということで利便性の向上を考えていらっしゃるなら、個人の投資家、例えばスマ

ホで有価証券報告書を見たいとかタブレットでご覧になりたいといった方たちもいらっし

ゃるかと思いますが、そうした方たちにとっての利便性はどうなるのでしょうか。例えば、

学生さんにとって、このＥＤＩＮＥＴは金融教育の有益な教材になるかと思いますし、リ

サーチャーにとっては、もう少し、５年よりも長い期間、企業の財務データがあったほう

が便利であるというような考え方もあると思います。プロにとっての利便性の向上と、個

人投資家や学生さん、リサーチャー、あるいは海外の投資家も含めた幅広いユーザーにと

っての利便性を向上させ、公平性を確保するということが、トレードオフになっていない
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かという点が気になります。 

【野崎開示業務室長】  プロの機関投資家、情報システムベンダー、一般の個人投資家、

そういった方々全てがメリットを享受できる、使い勝手のよいものにしていく必要がある

と思っています。例えば個人投資家に対しては、使い勝手の面、冒頭に注意書きがあって

スクロールしないと検索画面が見られないというのはやめてくれというご指摘など、そう

いった声を真摯に受け止めて、次期システムでは改善していこうと思っています。 

 一方で、プロの機関投資家、特にプログラミングを使ってデータベースからデータを直

接取得しようという人は、従来はクローリングという形で、画面を全部読みとってデータ

をとるということをしていました。 

 そうすると、我々のシステム負荷もありますし、クローリングする人の手間もかかるの

で、そういった形ではなくて、データベースに直接アクセスするような形のオープンＡＰ

Ｉ化を進めるなど、プロの投資家にも使い勝手のいいようにという形で、さまざまな使い

手に対して使い勝手が向上するような形で対応しています。 

 特に国際標準言語のＸＢＲＬを標準装備していることから、二次的なデータ、例えば個

別の企業の売り上げなどが一瞬で入手できて、それをすぐ比較できるということなので、

相当進んだ二次サービスを提供しているとこともあるところでございます。 

 あと、英語化でございますけれども、こちらはもともとの開示書類、法律に基づく開示

書類ですのでまず虚偽があってはいけない。虚偽があると罰則がかかるというものですの

で、日本語で正しいものをきちっと確保するというのが第一です。さらに企業によっては、

それを任意の書類として英訳している場合もございますので、そういったものに投資家が

アクセスできるように、任意で英語の開示をしている企業については、今年の３月から、

ＥＤＩＮＥＴにリンクを張って飛べるようにしているということでございます。 

 あとは、実際に、日本語の法定開示書類を日本語のものを英語でどうしても見たいとい

う人にとっては、マイクロソフトのエッジなどのブラウザを使えば、自動翻訳ができると

いう形にはなっているところです。 

【茶野委員】  全く素人なので、見当違いなことを申し上げるかもしれませんけれども、

今まで聞いていますと、どこまでを行政のサービスとしてされるかということと、どこま

でをほかの方に委ねるかということが一つのポイントなのかなと思っております。 

 ５ページを拝見しますと、今までされてこられた改善点というのは、情報、例えば少し

豊かにするとか、基準対応にするとかという、情報そのものを豊かにするというところと、
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それから法制度に対応して、何か対応したものをつくられるということで、今度のクラウ

ド化をするというのはまた少し違う段階の、違う性格のものであるかなと思うんですね。 

 金融庁さんでされるのは恐らくもう、ここで見る限り、情報をこれ以上豊かにするとい

うことはある程度終わっているという位置付けであるのかなと。今度クラウド化すること

によって、ある程度のサービスとしての一般的な対応は終わるという位置付けでされてい

るのかなと。 

 今度必要なのは法制度等の改正に伴って、金融庁さんとしてそこに伴った作り直しをや

っていかれるというように、どこまでを、何をするかという、そこをはっきりされて、そ

れ以外は民間にしていただくという、その辺りのはっきりした方針を立てられるとやりや

すいのかなと思うんですけれども、その解釈でよろしいでしょうか。 

【野崎開示業務室長】  ありがとうございます。まさに先生にご指摘いただきましたよ

うに、もともと国が負担している部分は法律で義務づけられている書類に広く投資家が公

平にアクセスできることを確保するという基本インフラを整備するところでございます。 

 先ほどご指摘いただきました５ページ目ですと、平成２６年ですと、制度、法律や様式

などが変わると、それに応じて我々随時ＥＤＩＮＥＴの様式を変えていくという対応がご

ざいます。それから平成２９年のタクソノミは、個々の情報に紐づけしている情報のタグ

があるんですけれども、その情報のタグも、例えば会計基準が変わって売上の見方が変わ

るとか、収益認識基準によって収益の読み方が変わるとか、そういったものに応じて制度

として対応していく、インフラとして対応していくべき部分というのがございます。 

 一方で、そういったインフラ基盤がしっかり確立した上では、そのインフラをいかに低

コストかつ安全に運営していくかということを、次なるステップとしては考える必要があ

るんですけれども、そういう中でクラウドというものが一つあがってきていますし、開発

手法も、先ほどいただいたように、ユーザーインターフェースを改良できるような形で開

発を進めていくという意味でも、アジャイル開発という、最後に申し上げた二本柱を次の

課題、次世代の課題と認識しております。 

【太田委員】  データの話が左三川先生から出たので、法定の期限というものがあるん

でしょうが、５年でなくなるということに関して多くの不満が出ておりまして、恐らく実

務の方は５年あれば十分だということですが、主として学者や長い期間で見たいという人

は５年で消えていくのは困ると。データの蓄積はそれほどコストがかからないので、１０

年でも無制限でもできるのではないかという意見を一ついただいておりますが、その点に
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ついていかがですか。 

【野崎開示業務室長】  失礼しました。先ほどご質問いただいていて、ご回答をしてい

なかったのですが、法律で求められている開示書類につきまして、それぞれ書類の性質に

応じて開示すべき期間、公衆縦覧に供する期間が定められています。 

 例えばアニュアルレポートの性質をもつ有価証券報告書ですと５年、それから四半期に

１回出る四半期報告書ですと３年、それから臨時報告書、例えば役員が変わりました、そ

ういったものについては１年ということが法律で定められていまして、ＥＤＩＮＥＴもそ

れに沿った形で公衆縦覧に供しているということでございます。 

 これはそもそも、その法律の趣旨として、投資判断に必要な情報として、それぞれの書

類がその程度の期間縦覧されていれば、投資判断に困ることはないだろうということが法

的な建付けだと思います。 

 一方で行政サービスとして、５年でぴったりとＥＤＩＮＥＴの掲載から落とす必要がな

いのではないかというご指摘はいただいているところでございますけれども、では例えば、

有価証券報告書をのせている企業にとって、法定開示書類の縦覧期間が終わった６年目以

前の例えば１０年前、１５年前のものが役所のホームページに載り続けているということ

になると、例えば、会計の方針などで何か間違いが見つかって、それが過去にさかのぼっ

て見直なさなければいけないような事態が生じたときに、ではどこまでさかのぼってＥＤ

ＩＮＥＴの書類を直しにいかなければいけないのか、どこまで監査人とコストをかけてや

らなければいけないのかなど、その提出者側の負担もございます。 

 あと、ＥＤＩＮＥＴ側のシステム負担はほとんどないというご指摘で多分あまりないと

思うんですけれども、あとは文書の保存など、そういった行政文書の管理というような観

点もございますので、そういった点を考えながら、５年以上のニーズというものは重々認

識しておりますので、今後検討させていただきたいと思っております。 

【太田委員】  リステイトメントというか、さかのぼって遡及で修正するというのは５

年で止めておいて、基本これを見ている人はプロなので、そういうルールになっていると

いうことはわかって見ていますから。 

 民間のデータベースでは、古いものが蓄積されて実際にとれるわけですね、有料で。そ

ういう事情であるところで、ＥＤＩＮＥＴにそれがのっているから特に混乱が生じるとい

うことはあまり考えなくていいのではないかと。それはマーケットは賢いといいますか、

洗練された投資家であれば、５年までしか残っていないということはわかっていて見てい
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るのではないかと思います。 

 あと他で、少し要望を聞いてみたところ、同業者、会計学者なので、非常に細かいこと

を言っているんですが、古いタクソノミがとれないという不満があるようでして、そのあ

たりは事実として間違っていないですか。 

【野崎開示業務室長】  古いタクソノミがとれないとはどういう意味ですか。 

【太田委員】  何年も前のという。とれるはずですか。 

【内田電子開示調整官】  金融庁公表ページの昔のものをずっと残しておりますので。 

【太田委員】  残してありますか。それは失礼いたしました。 

【内田電子開示調整官】  削減はしておりませんので。 

【太田委員】  それは手に入るわけですね。 

 業種別の検索が難しくなったという声も。業種別のデータがとりにくくなったという話

も。 

【内田電子開示調整官】  それは現行ＥＤＩＮＥＴの画面から詳細画面のところで業種

で選択できるところがございますので。 

【太田委員】  そちらに行けば大丈夫ですか。 

【内田電子開示調整官】  検索画面が２つあって、簡易検索というのと詳細検索という

のがあって、そちらに業種を指定できるところがありますので、そちらにチェックを入れ

ていただいて。 

【太田委員】  そうですか。それは確認しておりませんが、そういう声があったので、

確認で、細かいことで申し訳ありません。 

 あとはそういう細かいことは別にしますと、公平性の観点ということを少しお伺いした

いんですけれども、これは超高速取引といいますか、多頻度取引といいますか、ＨＦＴ業

者のような話が一方であるわけですね。 

 これはプット・コール・パリティのような、価格差があるから裁定をとりに行くという

ものよりは、少しスピードは遅いだろうと思われますが、それでも公開情報が比較的瞬時

に株価に織り込まれるセミストロングフォームに近い効率的市場であると想定すると、当

然これは公表された瞬間に読み込んで、それによって売買に行くという動きが出てくると

思うんですよね。そのときに、ＡＰＩからとれるのであればＡＰＩからとりに行くと思う

んですが、クローリングが一定数残っているということはこれ、ＡＰＩに一定の制約がか

かっているんですか。ある程度以上やれないとか、数がとれないとか。 
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【内田電子開示調整官】  クローリングの場合ですと、検索画面に条件を入れて、そこ

から一覧を出し、それからそのページから一行一行読みとるという形になると思います。

なので、普通にアクセスする方と同等のアクセス頻度なり方法で来られるので、そこの部

分は普通の一般の方々と全く同じです。 

 ＡＰＩの場合も公開されるタイミングはＷＥＢで見るのと同じタイミングですので、そ

この部分の差というのは全くない形になっています。 

 ＡＰＩにあまりに高い頻度でたたきに来るところは、これは公平に皆さんに使っていた

だくシステムですので、通信をいろいろと絞らせていただくなどということをやっており

ます。 

【太田委員】  そうするとそれは、普通にＷＥＢで見に行くほう、画面を見に行くほう

にはかかっていないということですか。 

【内田電子開示調整官】  画面にも同じように、あまりに高頻度にアクセスされるよう

な場合には多少絞らせていただくようなことは、同じようにやっております。 

【太田委員】  そうすると、どっちでやったほうが早いということは基本的にないんで

すか。 

【内田電子開示調整官】  基本的にないと思っています。早いというのは恐らく、ＡＰ

Ｉは最初に一覧をお出しして、その中から選んでいただくので、ＡＰＩを使ったほうが結

果的には早くなるかと思います。 

 クローリングの場合は一旦検索窓を開けて、ページが複数であれば次のページ、次のペ

ージなど動いていかないといけないので、利便性は恐らくＡＰＩのほうが非常に高いと思

っております。 

【太田委員】  とすると、まだサービス開始されてすぐだからクローリングが残ってい

るだけで、今後は消えていくと。 

【内田電子開示調整官】  そのように我々もお願いしたいと思います。というのは、シ

ステムを構築されたところというのは、まだＡＰＩに乗りきれていない部分などがあった

り、また恐らく並行稼働なりをされている部分はあろうかと思います。そういったご事情

があるのではないかと思っております。 

 あとは予算がとれないということではないかと思っております。 

【太田委員】  開示のタイミングというのは、どれぐらいの精度でされているんでしょ

う。というのは、普通のＨＦＴ業者は価格差による裁定なので、これよりはるかに簡単で、
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速く反応できるんだと思いますが、ミリ秒とか、あるいはマイクロという話も出てくるわ

けですね、タイミングとしては。マイクロの差で買った、売ったという話をしている世界

で、これは公開情報なので解釈が必要なので、もう少し時間はかかるかと思いますけれど

も、何ミリ秒速くアクセスできるからもうかるというようなことということに関する公平

性というのは、どれぐらい考えていらっしゃいますか。 

【野崎開示業務室長】  普通のＨＦＴ業者の場合ですと、取引の板情報、例えば１００

円に寄りつきがあって、それに１０１円、１０２円、９９円、９８円と板にどれだけの注

文が出ているのかというところの情報をいち早くとって、次の板の情報を確率モデルで予

想して、そこからのゆがみを使って収益を得るというモデルが中心かと思います。 

 そういったものについては、板の情報をいかに早く入手するかというのが非常にクリテ

ィカルで、例えば、取引所でやっているコロケーションサービスですと、取引所のマッチ

ングシステムのそばにＨＦＴ業者がサーバを置いて、ケーブルの長さも一定にして、そこ

で競争しているというのはあると思います。 

 一方で開示情報につきまして、そういったいち早く、例えば特定のサービス料金を払っ

た人が少しだけ早く開示書類にアクセスできるといったことが、諸外国には実際にあって、

レベル・プレイング・フィールドの観点から問題だという学術論文も見たことがあるんで

すけれども、日本ではそういうことはなくて、インターネットにそのまま乗せて、そこで

公平な、ある意味レベル・プレイング・フィールドの中で情報をとりに来てもらって、そ

こで投資判断をして投資行動に移っているということなので、そこの開示書類を出すタイ

ミングでの不公平というものはないと考えております。 

【太田委員】  まさに同じ論文を読んだのかもしれませんけれども、ＳＥＣのアメリカ

の証券取引委員会のＥＤＧＡＲのところに一番アクセスしているのが、名前は出しません

が某ファンドで、そこが一番大量に読んでいると。それで何をやっているかわからないけ

れども、非常に儲っているらしいと。 

 ある種、宝の山なわけですよね。この有価証券報告書、日本には短信がありますから、

そちらが中心になるのかもしれませんが、この情報を大量にダウンロードして何らかの手

続、テキストマイニングか何かわかりませんけれども、何かをして売買すると、実際に儲

かるという現実があるところで、どのタイミングで公開されたものにアクセスできるかと

いうところのフェアネスというのを、もう少し慎重に考えていく必要があるのかなと。 

 そのあたりについては特に、特段の計画等なく、普通にこう、ぱっと出すということで



 -18-

しょうか。 

【野崎開示業務室長】  ＳＥＣのＥＤＧＡＲで議論されているのは、特定の者に対して

一定の手数料を払った、ティア１・サブスクライバーが十数先おり、そこには、少し驚き

ですけど十秒ぐらい早く開示書類が渡っているということが論文には書かれてありました。

その論文を書いた人の分析なので、ＳＥＣ側の公式見解と違うかもしれないですけど、そ

ういう情報があります。 

 そういった取扱いは、ＥＤＩＮＥＴについてはそういったことはあり得ないので、全て

の情報がインターネットに公平に乗せられると。そこからその情報にどうアクセスするか

は、アクセスする側の話であって、出し手として、情報の出すタイミングを分けて出して

いるということはないです。 

【太田委員】  それはクラウドを使う場合に少し問題になってくるかなということです

けれども、今、オンプレミスであれば、御庁の中のサーバにどれぐらい物理的、ネットワ

ーク的に近いかということの勝負になると思うんですが、外に出てしまうと、それの距離

で恐らくアクセスできる時間が若干違いますよね。そこの公平感というのは気にしなくて

いいということですか。どこのサーバが一番近いか探り当てて、近くに寄って行った人の

勝ちということでいいんですか。 

【内田電子開示調整官】  そこのところ、サーバが仮想化されていきますので、どこに

配置されるかは、クラウドサービスの繁閑などその利用度によっても変わってくる可能性

があるので、一概にどこが近いなどということはなかなかないのかなと考えてはおります

けれども。 

【太田委員】  ただそれがミリ秒の単位でずれてくるということは当然あるわけです。

十秒もあったらものすごくいろいろできると思うんですが、そのあたりについてはあまり

ご検討されていないですか。それは公開情報だから、それこそ、板の情報などよりはスピ

ードはそれほど重要ではないだろうというご理解ですか。 

【野崎開示業務室長】  そちらについては、出すタイミングを公平にするという大原則

は守りたいと思いますけれども、一方で技術的にサーバ全国津々浦々にサーバに置いて一

斉に情報を出すと、全国どこにいても平等にアクセスできるなど、そういった点をどこま

で配慮するかということはありますけれども、先生がご指摘の問題意識は十分踏まえた上

で、技術的にどこまでできるかというのは考えていきたいとは思っています。 

【太田委員】  ありがとうございました。 
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【安富管理室長】  堀江先生、お願いします。 

【堀江委員】  時間の関係もございますので、２点に絞ってお伺いさせていただきたい

と思います。主に本日の論点の１つ目のコスト削減に関わるところですけれども、まず資

料１の４ページ目でございますけれども、これまで初代から現在の第４世代まで、こうい

った形で運用経費を相当うまく削減していただいている。 

 大がかりな開発等は補正予算として対応されているかと思うんですけれども、このよう

な整備経費は段階的にきちんと落としていただいているので、非常にいいことだとは思う

んですけれども、どういう方法や手法によってコスト削減が図られたのかということがま

ず１点目です。 

  それから２点目のご質問ですけれども、これは資料の２の行政事業レビューシートで

ありますが、その中の資金の流れというところで、金融庁からの予算がどういう委託先に

どういう業務で委託されているか、さらに再委託先まで出ているわけです。 

 特にこの再委託先のことが問題でありまして、再委託をしたほうがコストが削減される

とかということがもちろんあるかと思うんですけれども、その一方で品質をどうやって維

持するかということも当然に非常に重要なポイントになってくるかと思うので、こういっ

た点を含めて委託先の管理・監督や、再委託先の管理・監督について、金融庁としてどの

ような対策をお考えになられているのかということについて、お伺いできればと思います。 

【野崎開示業務室長】  ご質問ありがとうございます。 

 まずスライドの４ページ目の資料でございまして、初代ＥＤＩＮＥＴから運用経費を削

減しておりますけれども、その具体的な要因でございます。 

 まず初代から第２世代におきましては、６.７億円の運用経費の削減と記載させていただ

いておりますけれども、これはもともと財務局の閲覧室で縦覧サブシステムというものを

持っておりまして、それとあとインターネットという二本立てで、初代の時はシステムを

組んだんですけれども、その機能を一本化したということで、財務局の縦覧サブシステム

という独立のものをインターネットに吸収させ、一本化したことによってシステムの維

持・管理コストを削減したというのは一つございます。 

 あとはシステムの著作権というものが当初ベンダー側にあったんですけれども、それを

金融庁が取得して、それによってシステム開発の仕様や運用など、細かい規約を見直した

ことによって、運用費用の内容を精査して削減したというのが最初の６.７億円の削減でご

ざいます。 
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 第２世代から第３世代でございますけれども、引き続き運用業務の内容というものを精

査して、運用工数とかヘルプデスク体制というのがやや過大であったので、そこをスリム

化したというところですとか、あと通信事業者が個別に提供する閉域網回線をインターネ

ット回線に移すというような話ですとか、あと先ほど少し議論が出ましたが、仮想サーバ

にしたと。サーバ一本一本ではなくて、そのサーバの中で仮想的な空間をつくるという仮

想サーバ、仮想化によるサーバの集約というものをやったと。 

 あとはＯＳですけれども、その汎用性が相対的に低いＳｏｌａｒｉｓというＯＳを使っ

ていたんですけど、それをＬｉｎｕｘにしたというような形で、できる限りの工夫をして

２億円の削減をしたというのが第２世代から第３世代でございます。 

 第３世代から第４世代につきましては、従来は機器をリースしていたんですけれども、

第３世代につきましては一括購入したということで、そのリース料が減ったということな

ので、本来は運用経費に入っていたものが逆に整備経費に乗ってしまっている部分があり

ますので、一概に比較はできない状況でございます。 

 むしろその第３世代から第４世代については、セキュリティ強化等を行っていますので、

若干コストもかさんできたという状況でございます。 

 足元第４世代から第５世代、次世代につきましては、先ほど申し上げたクラウド・バイ・

デフォルトやアジャイルなど、うまく取り入れながら、運用経費を削減していきたいと考

えております。 

 これが１点目のご質問でございまして、もう１点いただきましたのがこのレビューシー

トの資金の流れの図の部分でございます。 

 再委託の部分でございますけれども、ＩＴベンダーの業務の全体のエコシステムという

ものを考えますと、一定の資本関係を有する先に再委託をするということ自体は避けられ

ないのかなと考えていますけれども、国民の税金で賄ってシステムをお願いしている以上

は、再委託先がきちんと管理されているか、再委託元の大手のベンダーが見合うコスト、

その再委託元のベンダーが提供するサービスなり価値に見合うような対価を得ているのか

というところはきちんと検証していかなければいけないなと考えているところでございま

す。 

 実際に今、どこまで再委託先を金融庁が見られているのかというところにつきましては、

例えば情報管理とか、最低限の法令上のミニマムなところはしっかり見ているところでご

ざいますけれども、その先のコスト管理などの部分につきましては、先生の問題意識も踏
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まえて、これまで以上にしっかり見ていかなければいけないなと考えております。 

【堀江委員】  どうもありがとうございました。 

【安富管理室長】  それでは先生方、質疑応答は以上でよろしいでしょうか。 

【太田委員】  もし時間があれば。 

【安富管理室長】  どうぞ、先生。 

【太田委員】  ＴＤｎｅｔとのすみ分け、連携等についてお伺いしたいんですが、日本

のディスクロージャーシステムは完全に二重体制になっていまして、もちろん無駄だとい

うことではなくて、それぞれ特徴があろうかと思いますが、ＴＤｎｅｔが早くて監査され

ていなくて、情報量が少ないのに対して、ＥＤＩＮＥＴは詳細で遅いけど監査されている

という特質があると思うんですね。 

 一般には多分ＴＤｎｅｔを決算情報として実務では見ていることが多いだろうと思うん

ですけれども、証券取引所で出てくるものとこのＥＤＩＮＥＴで出てくるものとの間のす

み分けもしくは連携、あるいは今後の統合といったようなことまで含めて、何かプランが

あれば。 

【野崎開示業務室長】  ありがとうございます。そちらも非常に重要な問題ではありま

すけれども、まず先生にご説明いただきましたように、機能・役割が違うということで、

東証で運営されているＴＤｎｅｔというのはより迅速かつ広範な適時開示を実現するとい

うことで、基本的に対象は上場会社が行う適時開示というものがスコープになってござい

ます。 

 そういった上場会社が行う適時開示について、報道機関への開示やファイリングや公衆

縦覧などを電子化するというものでございます。 

 機能としては、先ほども申し上げたように、金融商品取引法でも臨時報告書というもの

がございまして、それはタイムリーに出さなければいけない。何か事が起きればすぐに、

遅滞なく出さなければいけないというものなので、臨時報告書の機能とは一部重なる部分

もあるんですけれども、一方で有価証券報告書などはきちんと監査を受けて、監査済みの

財務諸表というものを法定の要件に沿って出す、分量も全然違いますし、機能としても大

きく異なるということです。 

 カバレッジでございますけれども、上場企業の数は約３,８００社ということで、ＴＤｎ

ｅｔがスコープに入れているのは基本的にそこですけれども、一方でＥＤＩＮＥＴは上場

企業のほか、非上場企業の社債発行会社ですとかファンド、あと大量保有報告ということ
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で、上場会社の株を５％超持っている人の状況というものを報告します。 

 そういった大量保有報告書の提出者などを含め、カバレッジが相当違いまして、数を数

えますと９,０００社以上ということで、そういったところでのすみ分けということはある

ということでございます。 

 ただ、共通化できるものは共通化したほうがいいのではないかというご指摘につきまし

ては、例えば先ほど出てきていますＸＢＲＬにつきましては、財務情報や財務諸表本表は、

ＥＤＩＮＥＴのタクソノミと共通化しております。一方で決算短信にしかないサマリー情

報や業績配当予想の修正など、もともとＥＤＩＮＥＴにないものについては、ＴＤｎｅｔ

タクソノミというものを別途つくられておりまして、そちらで対応しているんですけれど

も、そういう共通化できる部分はもう共通化をしているということでございます。 

【安富管理室長】  どうぞ、石島先生。 

【石島委員】  コスト削減という観点から、従来からどうしても、特定の応札者という

問題があって、複数の事業者から応札をしてもらって、いろいろいい提案をしてもらった

り、コスト的なメリットのある方法を選択するなど、そういったところも非常に重要なポ

イントかと思うんですが、このあたりをうまく進めていくために取り組まれている点には

どのような点がございますか。 

【野崎開示業務室長】  ご質問ありがとうございます。 

 先生ご指摘のように、特定のベンダーに偏ってしまうと、価格の競争性やその競争原理

が働かなくなるという問題がございますので、調達に当たりましては特定のベンダーに偏

らないように、例えば業者が提供するソフトウェアやその中身についても一定の業者が使

うものしか、セットでしか動かないソフトウェアなど、そういったものは極力使わないで

ほしいなど、そういった最低限のところはまずお願いしているというところでございます。 

 あとは競争原理が働くために、まず次期システムの更改については２年間の準備期間を

設けて、政府調達に関するルールに基づきまして、仕様書案の段階で幅広く説明会を開催

させていただくとともに、２０日間の期間で意見調整というような公的な手続も行いたい

と思います。 

 そして、仕様書を確定した後に、今度入札というプロセスに入るわけですけれども、入

札においても広く説明会を行って、公告期間も５０日ということで、求められているＭＡ

Ｘの期間をきちんと確保して、競争原理が最大限働くような形で対応したいと考えており

ます。 



 -23-

 あとは、ＣＩＯ補佐官とも連携しながら、いかにベンダーロックインにならないような

形で、よりコスト削減に資するような調達ができるかということについては、努力をして

いきたいと考えております。 

【石島委員】  ありがとうございます。 

【太田委員】  それは例えば、発注するロットというか単位を小さくするということは

可能ですか。 

【野崎開示業務室長】  そこはまさにこれからやろうとしているアジャイルというもの

をどういう形で実現していくのかというところに関わってくる非常に重要な課題でござい

ます。 

 今までですとウォーターフォールなので、これ全部お願いしますという形でできたんで

すけれども、アジャイルだと請負ではなくて準委任など、そういった形で契約形態もどの

ような形になるのかという部分もありますし、作業工程をブロック化するということも論

理的には可能なので、そこをどのようにうまく調整できるかというのは今後の検討課題で

ございます。 

【太田委員】  素人考えですが、何かモジュール化して、その間のプロトコルというか

お話しするやり方を決めてしまえば、ここ、別々の会社でもいいような感じがしまして、

ブロック化すれば当然小さくなるので、たくさんの会社が手を挙げられるということがで

きるのかなという。思いつきですが。 

【吉野委員】  そうだと思うんですけど、ただ全体の整合性というのもあるでしょうか

ら、恐らくバランスですね。おっしゃったように、横がきちんとネットワークではめられ

ればそれがいいかもしれません。 

【野崎開示業務室長】  アジャイルということになりますと、先生がおっしゃっていた

ようにモジュール化ということが技術的には可能になるんですけど、一方で全体の進行管

理というプロジェクトマネジメント、これは役所側の責任になりますけれども、そこの負

担が増すということなので、アジャイルをやるという以上はプロジェクトマネジメントを

しっかり体制を組んでやっていかなければいけないと思っております。 

【太田委員】  そこも外注するという手もあると思いますが。 

【野崎開示業務室長】  そこは予算次第というか、全て外注するというのもありますけ

れども、役所が自分で運営しているシステムでもございますし、役所の中にも専門家はお

りますので、そういった人材をより育成しながら、内製化というところも進めていかない
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と思います。先ほどおっしゃったベンダーロックインを防ぐという観点からも、一部内製

化というのも考えていかなければいけないと思います。 

【安富管理室長】  それでは質疑応答はよろしいでしょうか。 

 ではただいまをもちまして、質疑応答は終了させていただきたいと思います。 

 それでは先生方のお手元に配布させていただいておりますコメントシートのご記入をお

願いしたいと思います。記入いただいた後、集めさせていただきまして、取りまとめコメ

ント等の作業に移らせていただきたいと思っております。 

 では、ユーチューブをご覧の皆様、ただいまより委員の先生方のコメントの集約の作業

に移らせていただきますので、一旦音声を切らせていただきます。また後ほど、最終コメ

ント公表の時に、音声を再開させていただきます。 

 では先生方、コメントを取りまとめさせていただきたいと思いますので、ご記入終わり

ましたら、挙手いただけましたら、集めさせていただきます。 

（コメントシート記入・取りまとめ作業） 

【安富管理室長】  それでは長らくお待たせいたしました。評価結果の準備が終わりま

したので、評価結果及び取りまとめコメントの案を、吉野先生に発表していただければと

思います。吉野委員、お願いいたします。 

【吉野委員】  ありがとうございます。ただ今まとまりましたコメントシートの集約か

らまいりますと、事業内容の一部改善が４名の方、それから現状どおりが２名ということ

ですので、評価結果としましては事業内容の一部改善という形でお願いしたいと思います。 

 それで、皆様からのコメントで主なものを５つ列挙いたします。まず第１番目が、利用

者利便の向上等に資する観点から、データの保存年限の延長やアクセス統計データの取得

などについて検討を進めるということをお願いしたい。さらに、皆さんのご意見から随分

ありましたが、民間に委託できる部分、こういうところについてそれが本当にないのか、

あるのかどうかをきちんと検討し、民間に委ねられるところは民間に委ねるということを

検討お願いしたいということであります。 

 それから２番目が、開示情報の公表時の公平性を確保する方策について、しっかり検討

を進めていただきたい。ある一部の業者が早くデータを入手し、それによって非常に利益

を上げるということがないように、公表時の公平性というのをお願いしたい。 

 ３番目が災害への対応やサイバーセキュリティの確保の観点から、しっかりとした予算

の確保を進め、それによってリスクへの対応を取り組んでいただきたい。 
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 それから４番目は、いろいろなサーバの中で品質の維持、それからコスト削減、この両

面から委託先の業者、及び再委託先のあり方、これを検討し、しっかりと徹底していただ

きたい。 

 最後は、アジャイル型開発を行うことができるよう、金融庁における体制の整備や外部

の知識の活用、これに取り組んでいただきたい。この５点であります。 

 ですから全体をまとめますと、事業内容の一部改善、これが大半の意見でしたので、そ

れを進めていただくことと、この５点をこれからお願いしたいということであります。 

 以上が我々の意見の集約であります。 

【安富管理室長】  吉野委員、ありがとうございました。これで本日の議事は終了とな

りますが、最後に秘書課長の石田から、ご挨拶申し上げたいと思います。 

【石田秘書課長】  本日は委員の先生方から事業の効率的・効果的な実施に向けまして、

さまざまな観点からご議論賜りまして厚く御礼申し上げます。 

 いただきましたご意見を十分踏まえまして、今後の業務の運営に生かしてまいりたいと

考えております。本日は誠にありがとうございました。 

【安富管理室長】  それでは以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。 

 先生方、どうもありがとうございました。 

―― 了 ―― 


